
 

加古川市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施 

要綱 

令和３年６月29日 

福 祉 部 長 決 定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯の

就労による自立及び円滑な生活保護の受給につなげるため、新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金（以下「自立支援金」という。）の支給に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが６月以上の労働契約に

よる就職をいう。 

（２）職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関す

る法律（平成23年法律第47号）第７条第１項に規定する職業訓練受講給付金をい

う。 

（支給対象者） 

第３条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者（同種の自立支援金を

既に他の都道府県、市（特別区を含む。）又は福祉事務所を設置する町村から受け

ている者を除く。以下「支給対象者」という。）とする。 

（１）次のいずれかに該当する者であること。 

ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合

支援資金の再貸付（以下「再貸付」という。）を受けた者であって、自立支援

金の申請をした日（以下「申請日」という。）の属する月の前月までに当該再

貸付の最終借入月が到来していること。 



イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入

月であること。 

ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決

定となったこと。 

エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関へ

の相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付

の申請をできなかったこと。 

オ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県

社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金（初回）の特例貸付

（以下、「初回貸付等」という。）をいずれも受けた者であって、申請日の属

する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月（緊急小口にあっては、借入

月）が到来していること（アからエの者及び現に再貸付を申請又は利用してい

る者を除く。） 

カ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付

等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最

終借入月（緊急小口資金にあっては、借入月）であること。（アからエの者及

び現に再貸付を申請している者を除く。） 

（２）申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者

であること。 

（３）申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の

収入の額を合算した額が、別表第１に掲げる基準額及び別表第２に掲げる住宅扶

助基準に基づく額を合算した額以下であること。 

（４）申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融

資産の合計額が、別表第３に掲げる資産基準額以下であること。 

（５）次のいずれかに該当する者であること。 

ア 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団

体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者（以下「地方公共団体

が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。）に求職の申込みをし、常用就



職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。 

（ア）月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

（イ）月２回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹

介の窓口で職業相談等を受けること。 

（ウ）原則週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。 

イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。 

（６）生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。 

（７）偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。 

（８）申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力

団員でないこと。 

（求職活動等要件） 

第４条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職

活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を

申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。 

（１）月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

（２）月２回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の

窓口で職業相談等を受けること。 

（３）原則週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。 

（自立支援金の支給等） 

第５条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、自立支援金を

支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、１月ごとに支給し、 

その支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の

数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

（１）１人  ６万円 

（２）２人  ８万円 

（３）３人以上  10万円 



（支給期間） 

第６条 自立支援金の支給期間は、３月とする。 

（自立支援金の申請受付開始日及び申請期限） 

第７条 自立支援金に係る市の申請受付開始日は、令和３年７月１日とする。 

２ 申請期限は、令和４年12月31日とする。 

（自立支援金の申請及び支給の方式） 

第８条 自立支援金申請者は、別紙様式第１－１号の申請書（以下「自立支援金申請

書」という。）及び別紙様式第１－２号の確認書（以下「自立支援金確認書」とい

う。）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）住民票等、本人確認書類の写し 

（２）再貸付に係る借用書の写しその他の第３条第１号に該当することを証する書類 

（３）申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について

の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し 

（４）申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金

融機関の口座の通帳等の写し 

（５）第３条第５号イに該当する場合、生活保護の申請を行っていることを確認でき

る書類の写し 

（６）自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し 

２ 市長は、自立支援金申請書が提出された場合は、同項各号の添付書類等を確認の

上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、自立支

援金申請書を受け付ける。この場合において、前項各号の添付書類等に不足がある

ときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。 

３ 第13条の２の再支給の申請者は、第１項の規定にかかわらず、別紙様式第１－４

号の申請書及び別紙様式第１－５号の確認書に加え、同項各号に掲げる書類のうち

市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（公共職業安定所への求職申込み等） 

第９条 市長は、自立支援金申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的



な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求

めるものとする。ただし、当該自立支援金申請者が生活保護を申請し、当該申請に

係る処分が行われていない間については、この限りではない。 

（審査及び支給決定等） 

第10 条 市長は、自立支援金申請者から提出された自立支援金申請書及び添付書類

に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。 

２ 市長は、前項の審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロナウイ

ルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書

」という。）を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して新型コ

ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書（様式第３号）を当該自立

支援金申請者に交付するものとする。 

３ 市長は、決定通知書を交付する際、支援金の支給を決定した者（以下「受給者」

という。）に対して、求職活動等状況報告書（様式第４号）、公共職業安定所又は

地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談確認票（様式第

５号）及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告

書（様式第６号）を交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。 

（支給方法） 

第11条 自立支援金の支給は、自立支援金申請者から指定された金融機関の口座へ振

り込むことにより行うものとする。 

（常用就職及び就労収入の報告） 

第12条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届（様式第７号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1 回、収入額が確認 

できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。 

（支給の中止） 

第13条 市長は、受給者が次のいずれかの事由に該当する場合は、以下の定めのとお

り自立支援金の支給を中止するものとする。 

（１）受給者が、受給中に第４条に該当していないことが判明した場合、原則として、 



当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。 

（２）受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収

入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合、原則とし

て、当該収入額が得られた月の支給から中止する。 

（３）支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合、

直ちに支給を中止する。 

（４）支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止す

る。 

（５）支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した

場合は、直ちに支給を中止する。 

（６）受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止する。 

（７）受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止する。 

（８）受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行った

ことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。 

（９）上記各号に定めるほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生

じたときは、支給を中止する。 

２ 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、新型コロナウ

イルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書（様式第８号）を当該受給者に

交付するものとする。 

（再支給） 

第13条の２ 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第７条第２項の

申請期限までに再支給の申請があった場合、第３条第２号から第７号の要件を改め

て確認の上、該当する者については、一度に限り、第５条第２項の支給額、第６条

の支給期間により再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に前

条第１項各号（第２号、第６号及び第７号を除く）に該当し支給が中止となった場

合又は正当な理由なく第３条第５項に関する報告等を怠った場合は、再支給するこ

とができない。 

（不当利得の返還） 



第14条 市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、

支給を行った自立支援金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第15条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（関係機関との連携等） 

第16条 市は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金

確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決

定のために必要な資料の提供を求めることができる。 

２ 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協

議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金

の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。 

（留意事項） 

第17条 事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月29日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年８月19日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月21日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年５月６日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和４年８月17日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年９月27日から施行する。 

 



別表第１（第３条関係） 

基準額表 

区  分 基準額 

単身世帯 81,000円 

２人世帯 123,000円 

３人世帯 157,000円 

４人世帯 194,000円 

５人世帯 232,000円 

６人世帯 269,000円 

７人世帯 306,000円 

８人世帯 339,000円 

９人世帯 372,000円 

１０人世帯 404,000円 

 

 

別表第２（第３条関係） 

住宅扶助基準に基づく額表 

区  分 住宅扶助基準額 

単身者 39,000円 

複数世帯（２人） 47,000円 

複数世帯（３～５人） 51,000円 

複数世帯（６人） 55,000円 

複数世帯（７人以上） 61,000円 

 

 

別表第３（第３条関係） 

資産基準額表 

区  分 資産基準額 

単身世帯 486,000円 

２人世帯 738,000円 

３人世帯 942,000円 

４人世帯以上 1,000,000円 



 


